
山形県総合交通安全センター消防用設備等保守点検業務 委託仕様書

本仕様書は「山形県総合交通安全センター消防用設備等保守点検業務」の委託業務に適

用し、消防法第17条に定める消防用設備等（以下「消防用設備等」という。）について、

同法第17条３の３の保守点検業務を行うものとする。

なお、本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築保

全業務共通仕様書（令和５年版）によること。

１ 履行場所

天童市大字高擶1300 山形県総合交通安全センター

２ 業務内容

(1) 保守点検業務は、下記法令に基づき行うこととし（以下、「点検」という。）、消防用

設備等がシステムとして正常に作動するかの確認を行うこと。

ａ 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の

様式（昭和50年10月16日消防庁告示第14号）

ｂ 消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点

検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の

様式（平成16年５月31日消防庁告示第９号）

(2) 点検は消防法第17条の３の３及び消防法施行規則第31条の６第６項に定める有資格

者が行うこととし、消防用設備等点検結果報告書を３部作成すること。

(3) 点検の際、軽微な修理の範囲を超えた修理を必要と確認した場合は、ただちに発注

者に報告し、必要な修理等の提案を行なわなければならない。

(4) 受注者は、労働関係法令を遵守し、適正な労働条件で委託業務従事者を雇用しなけ

ればならない。

(5) 点検の対象設備及び区分は、別紙「消防用設備等及び点検区分一覧表」のとおりと

する。

(6) 点検の実施時期は、下記のとおりとする。

ａ 上半期 ４月 機器点検及び総合点検

ｂ 下半期 10月 機器点検

３ 要領等

(1) 契約締結後、速やかに従事者名簿(別紙様式１)を提出すること。

(2) 点検を実施する際は、あらかじめ施設管理者と協議の上、業務計画書(別紙様式２)

を提出し、発注者の承認を得ること。

(3) 業務に必要な測定器及び工具等については、受注者が準備すること。

(4) 点検終了後は、モニター上を含むスイッチ類の位置及び収納状態等を再度確認し、

必ず元の状態に復元すること。

(5) 契約期間中に本設備に故障等の障害が発生した場合、山形県総合交通安全センター



に勤務する職員又はその委託を受けた者からの要請に応じ、現地に急行して臨機の措

置を講ずること。なお、履行の確保のため、緊急連絡先を契約後速やかに、発注者へ

報告すること。

４ 報告書の提出

(1) 点検等を実施したときは、延滞なく消防用設備等点検作業報告書(別紙様式３)に、

２(2)に掲げる消防用設備等点検結果報告書を添付し、発注者へ提出すること。

(2) 上半期の業務を完了したとき及び年間の業務が完了したときは、延滞なく業務完了

報告書（別紙様式４）を発注者へ提出すること。

以 上



別紙様式１

従 事 者 名 簿

年 月 日

山形県知事 殿

受 注 者
住所又は所在地
氏名又は名称及び
代 表 者 氏 名

下記業務の従事者について通知します。
記

委託業務名 山形県総合交通安全センター消防用設備等保守点検業務

従事者氏名 生年月日 住 所 点検資格

備考
１ 点検資格欄には消防設備士、消防設備点検資格者の資格について記載すること。
２ 上記１で記載した免状の写しを添付すること。



別紙様式２

業 務 計 画 書

年 月 日

山形県知事 殿

受 注 者
住所又は所在地
氏名又は名称及び
代 表 者 氏 名

下記の事項について通知します。
記

委 託 業 務 名 山形県総合交通安全センター消防用設備等保守点検業務

年 月 日 ： ～ ：

実施日時、作業内容
年 月 日 ： ～ ：

従 事 者 名 生 年 月 日 備 考
住 所

業務責任者



別紙様式３

消防用設備等点検作業報告書

年 月 日

山形県知事 殿

住所及び所在地

氏名又は名称

代 表 者 氏 名

山形県総合交通安全センター消防用設備等保守点検業務に基づく点検を下記のとおり

実施したので報告します。

記

１ 点検実施日

年 月 日から 年 月 日まで

２ 点検の区分

機器点検 ・ 総合点検

３ 点検詳細

別添のとおり



別紙様式４

業 務 完 了 報 告 書

年 月 日

山形県知事 殿

住所及び所在地

氏名又は名称

代 表 者 氏 名

下記業務が完了しましたので報告します。

記

委 託 業 務 名 山形県総合交通安全センター消防用設備等保守点検業務

履 行 場 所 天童市大字高擶1300 山形県総合交通安全センター

契 約 期 間 令和８年４月１日 ～ 令和12年３月31日

業務完了年月日 年 月 日 （ 上半期分 ・ 下半期分 ）

摘 要 点検の実施日

年 月 日から 年 月 日まで

臨機の措置

無 ・ 有 年 月 日


